
賃 貸 借 仕 様 書 

 

１ 件名 

  保育園及び議員用タブレット端末等賃貸借 

 

２ 目的 

  町立保育園で使用しているタブレット端末、議員が使用している iPad が導入から５年

以上経過しており、故障が頻発するなど喫緊の入れ替えが迫られています。本件は、タブ

レット端末等を調達し、５年間のリース契約を締結するものです。 

 

３ 賃貸借物件一覧 

  物件については、中古品であってはならない。また各機器本体は、同一メーカー、同一

機種、同一品質であること。 

(1) タブレット端末 

 ・町立保育園用 

区分 要件 備考 

台数 22 台  

物件名 Surface Pro 第 11 世代 

Microsoft EP2-20085 

 

OS Windows 11 pro  

CPU Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U

以上 

 

メインメモリ 16GB 以上  

ストレージ 256GB 以上  

通信機能 Wi-Fi が利用可能  

色 ブラック  

   ・議員用 

区分 要件 備考 

台数 15 台  

物件名 Surface Pro10 with 5G 

Microsoft EP2-14740 

 

OS Windows 11 pro  

CPU Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサ 135U

以上 

 

メインメモリ 16GB 以上  

ストレージ 256GB 以上  



通信機能 Wi-Fi が利用可能 

SIM 対応可能 

 

色 プラチナ  

 

(2) キーボード 

区分 要件 備考 

数量 37 個  

物件名 Surface Pro キーボード 

Microsoft EP2-00410 

 

色 ブラック  

 

(3) マウス 

区分 要件 備考 

数量 70 個  

物件名 Surface マウス 

Microsoft 3YR-00007 

 

色 グレー  

 

４ 賃貸借期間 

  令和７年８月１日から令和 12 年 7 月 31 日（60 ヶ月） 

 

５ 納入場所 

  志免町役場本庁舎地内 

 

６ 業務内容 

(1) 設置 

・本町と協議の上、調達機器を令和７年 7 月 31 日までに納入すること。端末設定に

ついては、本町担当者にて行う。 

・必要となるアダプタ類、ケーブル類、電源コード等及び各製品に付属のマニュアル

（日本語版）一式も併せて納入すること。 

(2) 保守 

・メーカーの標準サポートがある場合は、サポートをつけること。 

 

７ 見積方法 

(1) 納品等にかかる費用を含めた物件費用から月額リース料（税抜）を算出すること。 

月額リース料（税抜）は、消費税額に１円未満の端数が出ないよう調整すること。 



(2) 入札金額には、月額リース料に 60 を乗じた金額（賃貸借期間におけるリース料総

額、税抜）を記載すること。 

(3) 固定資産税は非課税のため、リース料に含めないこと。 

(4) 物件について、動産総合保険に加入し、保険料はリース料に含めること。また、新

価特約は付帯しないものとする。 

 

８ 契約方法 

(1) 志免町と受託者との２社契約とする。 

(2) 地方自治法第２３４条の３の規定による長期継続契約とする。 

(3) リース期間終了後、賃貸借物件の所有権については無償で本町に帰属するものとす

る。 

 

９ 支払方法 

  入札価格に１００分の１１０を乗じて得た金額を 60 等分した金額を月額とし、毎月後

払いとする。 

 

１０ その他 

(1) 設置にあたっては、全体計画及びスケジュールの確認・調整を行い、双方の役割を

明確化し、本町の承認を得た上で進めること。 

(2) 設置が完了するまでは、連絡調整のための協議を定期的に開催し、進捗状況及び成

果について、本町に報告すること。後日報告内容の提出を求めることがある。 

(3) 設置及び保守にあたっては、契約書及び本仕様書のほか、関係法令等（本町の条例・

規則等を含む）を遵守すること。 

(4) 設置に必要な資料があった場合は、本町から借用し、返却するまでに破損・紛失・

漏えい等がないよう十分注意すること。 

(5) 設置中に発生した事故に対する一切の責任は受託者が負うものし、その状況を速や

かに本町に報告すること。 

(6) 物件に不備があった場合、たとえ設置完了後であっても受託者の責任で速やかに改

善すること。 

(7) 新型コロナウイルス感染症拡大等による、不測の事態が発生し納期の遅延の恐れが

ある場合、本町と協議し、相当であり受注者の責めに帰すことができないと認められ

る場合には、指名停止等の処分、賠償請求や違約金等なく、契約期間変更の協議をす

るものとする。 

(8) その他、設置及び保守にあたり明記されていない事項や疑義が生じた場合は、本町

と協議のうえで対処方法を決定すること。 

 


